
令和７年５月 20 日 

観光庁観光産業課  

 

総合旅行業務取扱管理者試験及び国内旅行業務取扱管理者試験の 

受験手数料を見直します 

～「旅行業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定～ 
 

 

 

 

１．背景 

旅行業者又は旅行業者代理業者は、営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任しな

ければならないこととされています。 

この点、旅行業務取扱管理者は、その営業所が取り扱う旅行業務の地理的範囲に

応じて、総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験又は地域限

定旅行業務取扱管理者試験に合格する必要があり、これらの旅行業務取扱管理者試

験を受けようとする者は、実費を勘案した額の手数料を納めなければならないこととさ

れています。 

今般、これらの試験のうち、総合旅行業務取扱管理者試験及び国内旅行業務取扱

管理者試験について、受験者の減少による収支状況の悪化等を踏まえ、受験手数料

の見直しを行うこととします。 

 

２．改正の概要 

旅行業務取扱管理者試験の受験手数料の見直し（旅行業法施行令第４条第２項）  

 現行 改定後 

総合旅行業務取扱管理者試験 6,500 円 13,000 円 

国内旅行業務取扱管理者試験 5,800 円 8,000 円 

 

３．スケジュール 

公布日：令和７年５月 23 日（金） 

施行日：令和７年６月   １日（日） 

 

 

 

 

 

受験者の減少による収支状況の悪化等を踏まえ、総合旅行業務取扱管理者試験

及び国内旅行業務取扱管理者試験の受験手数料の見直しを行うこととしました。 

【お問い合わせ先】 

観光庁観光産業課 村瀨、田原 

代表：03-5253-8111（内線：27333、27339） 

直通：03-5253-8330 

メールアドレス：hqt-kanko-sangyouka-hourei★gxb.mlit.go.jp 

注：メール送信の際は「★」記号を「@」記号に置き換えてください。 


